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（５）２００１．１０．１１

測

量

公
共
下
水
道
設
計
資
料
作
成
の
た
め

測
量
を
行
い
ま
す
。

そ
の
際
や
む
を
得
ず
私
有
地
に
立
ち

入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

測
量
を
す
る
者
は
、
町
田
市
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
不
審
の
際
は
提
示
を
お
求
め
下

さ
い
。

○
期
間

１０
月
中
旬
〜
２
０
０
２
年
１２

月
下
旬

○
区
域

野
津
田
町
の
各
一
部
の
地
域

�問
下
水
道
総
務
課
�
７
２
０
・
１
８
１

１
乳
幼
児
医
療
費

助

成

制

度

【
対
象
年
齢
が
拡
大
さ
れ
２
歳
児
の
保

護
者
の
所
得
制
限
が
撤
廃
さ
れ
ま
し

た
】市

で
は
、
乳
幼
児
の
保
健
の
向
上
と

健
や
か
な
育
成
を
願
い
、
ま
た
保
護
者

の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成
す
る

「
町
田
市
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
１０
月
１
日
か
ら

�１
対
象
児
童
の
年
齢
が
５
歳
未
満
児
か

ら
小
学
校
未
就
学
児
ま
で
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。
�２
０
歳
・
１
歳
に
加
え
新
た
に

２
歳
児
の
保
護
者
の
所
得
制
限
が
撤
廃

さ
れ
ま
し
た
。
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に

は
す
で
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は
至
急
申
請

を
し
て
下
さ
い
。

【
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
乳
幼
児
】

�１
未
就
学
児
ま
で
の
拡
大
分
…
平
成
７

年
４
月
２
日
〜
平
成
８
年
１０
月
１
日
生

ま
れ
の
方

※
保
護
者
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

所
得
制
限
額
は
児
童
福
祉
課
（
�
７
２

４
・
２
１
４
３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

�２
２
歳
児
の
所
得
制
限
撤
廃
分
…
平
成

１０
年
１０
月
２
日
〜
平
成
１１
年
１０
月
１
日

生
ま
れ
の
方

※
生
活
保
護
を
受
給
中
の
方
は
除
き
ま

す
。

【
申
請
の
受
付
場
所
】

児
童
福
祉
課
及
び
各
市
民
セ
ン
タ
ー

で
受
け
付
け
ま
す
。

【
添
付
・
持
参
す
る
も
の
】

郵
送
で
申
請
す
る
場
合
は
申
請
書
の

ほ
か
に
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
を
添
付

し
て
下
さ
い
。

児
童
福
祉
課
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
の

窓
口
で
直
接
申
請
す
る
場
合
は
健
康
保

険
証
を
お
持
ち
下
さ
い
。

平
成
１３
年
１
月
２
日
以
降
町
田
市
に

転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
１３
年
度
の
児

童
手
当
用
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

平
成
１３
年
１
月
１
日
に
居
住
し
て
い
た

市
区
町
村
か
ら
お
取
り
寄
せ
下
さ
い
。

�老
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
・
�福
老
人

医
療
費
助
成

減

額

制

度

�老
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
・
�福
老

人
医
療
費
助
成
制
度
に
は
、
入
院
時
の

一
部
負
担
金
な
ど
が
減
額
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

【
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
】

○
入
院
時
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
・

入
院
時
食
事
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

老
人
保
健
法
の
医
療
受
給
者
で
市
民

税
非
課
税
世
帯
等
の
方
は
、
入
院
し
た

と
き
に
同
一
の
医
療
機
関
に
支
払
う
１

か
月
の
入
院
時
一
部
負
担
金
の
上
限
が

２
万
４
６
０
０
円
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

食
事
の
負
担
額
は
、
１
日
６
５
０
円

（
過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
９１
日
以

上
の
場
合
は
１
日
５
０
０
円
）
に
な
り

ま
す
。

※
明
治
４４
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
で
市
民
税
非

課
税
世
帯
等
の
方
は
、
同
一
の
医
療
機

関
に
支
払
う
１
か
月
の
入
院
時
一
部
負

担
金
の
上
限
が
１
万
５
０
０
０
円
に
な

り
、
食
事
の
負
担
額
が
１
日
３
０
０
円

に
な
り
ま
す
。

○
老
人
保
健
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

人
工
腎
臓
を
実
施
し
て
い
る
慢
性
腎

不
全
、
血
友
病
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
方
の

入
院
時
一
部
負
担
金
が
、
同
一
の
医
療

機
関
に
つ
い
て
１
か
月
上
限
１
万
円
に

な
り
ま
す
。

○
高
額
医
療
費
支
給
制
度

１
か
月
に
同
一
の
医
療
機
関
に
３
万

円
以
上
の
入
院
時
一
部
負
担
金
を
支
払

っ
た
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
が
同
一

世
帯
に
複
数
い
る
と
き
、
ま
た
は
転
院

な
ど
で
２
か
所
以
上
の
医
療
機
関
に
、

１
か
月
そ
れ
ぞ
れ
３
万
円
以
上
支
払
っ

た
場
合
、
合
算
し
て
３
万
７
２
０
０
円

を
超
え
る
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
（
市

民
税
非
課
税
世
帯
等
の
方
は
、
２
万
１

０
０
０
円
以
上
の
入
院
時
一
部
負
担
金

を
合
算
し
て
２
万
４
６
０
０
円
を
超
え

る
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
）。
平
成
１３

年
１
月
１
日
以
降
の
入
院
分
か
ら
対
象

と
な
り
、
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
�福
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
】

○
�福
入
院
時
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用

認
定
証

�福
医
療
証
を
お
持
ち
で
市
民
税
非
課

税
世
帯
等
の
方
は
、
老
人
保
健
法
と
同

様
に
、
入
院
し
た
と
き
に
同
一
の
医
療

機
関
に
支
払
う
１
か
月
の
入
院
時
一
部

負
担
金
の
上
限
が
２
万
４
６
０
０
円
に

な
り
ま
す
。

○
�福
高
額
医
療
費
支
給
制
度

�福
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
に
つ
い

て
、
老
人
保
健
法
と
同
様
に
払
い
戻
さ

れ
ま
す
。
平
成
１３
年
１
月
１
日
以
降
の

入
院
分
か
ら
対
象
と
な
り
、
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

◇

【「
市
民
税
非
課
税
世
帯
等
」
と
は
次

の
ど
ち
ら
に
も
該
当
す
る
方
で
す
】

○
受
給
者
の
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課

税○
受
給
者
の
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

の
被
保
険
者
（
組
合
員
・
世
帯
主
）
が

市
民
税
非
課
税

減
額
認
定
証
・
療
養
受
療
証
は
事
前

に
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
さ
れ
た
月

か
ら
対
象
に
な
り
ま
す
。

�問
高
齢
者
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１
４

４「
短
期
間
居
住
の
高
齢
者
と
そ
の
家
族

の
生
活
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」

販
売
し
て
い
ま
す

昨
年
１１
月
に
転
入
高
齢
者
と
そ
の
家

族
の
方
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
集
計
・
分
析
結
果
が
、
こ
の

た
び
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
調
査
は
、
今
後
の
町
田
市
高
齢

社
会
総
合
計
画（
介
護
保
険
事
業
計
画
）

の
見
直
し
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
計

画
づ
く
り
へ
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め

に
実
施
し
た
も
の
で
す
。

報
告
書
の
閲
覧
と
販
売
（
�
１
部
４

０
０
円
）は
、市
政
情
報「
や
ま
び
こ
」

（
中
町
分
庁
舎
１
階
）
で
行
っ
て
い
ま

す
。

�問
高
齢
者
介
護
課
�
７
２
１
・
３
１
３

６市
民
ホ
ー
ル
２
０
０
２
年
１１
月
分

利
用
承
認
申
請
受
付

２
０
０
２
年
１１
月
分
の
市
民
ホ
ー
ル

（
ホ
ー
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
申
請
受
付

と
抽
選
を
行
い
ま
す
。

○
対
象

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
（
法
人
等
は
市
内
に
事
務
所
ま
た
は

事
業
所
を
有
す
る
も
の
）

○
日
時

１１
月
７
日
（
水
）
午
前
１０
時

※
１０
分
前
ま
で
に
お
い
で
下
さ
い
。

○
会
場

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
４
階

第
１
学
習
室

※
当
選
者
は
、
当
日
施
設
利
用
料
金
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

※
市
民
ホ
ー
ル
は
２
０
０
２
年
７
月
ま

で
工
事
の
た
め
全
館
休
館
し
て
い
ま

す
。そ
の
間
は
仮
設
事
務
所
（
森
野
１

―
７
―
１１
）
で
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

�問
市
民
ホ
ー
ル
�
７
２
８
・
４
３
０
０

野
津
田
東
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業
計

画
変
更
の
関
係
図
書

ご

覧

下

さ

い

野
津
田
東
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業

計
画
変
更
の
関
係
図
書
を
縦
覧
に
供
し

ま
す
。

○
期
間

１０
月
１２
日（
金
）〜
２５
日（
木
）

○
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

○
場
所

町
田
市
区
画
整
理
事
務
所

（
木
曽
町
２
１
８
５
番
地
１
）

�問
区
画
整
理
課
�
７
９
２
・
３
７
７
１

住
宅
改
良
資
金
融
資
制
度

ご
利
用
下
さ
い

住
宅
を
改
善
し
、
住
み
や
す
い
環
境

に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
、
金
融

機
関
を
通
じ
て
融
資
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
住
宅
】

市
内
に
あ
り

申
し
込
み
者
が
現
に
居
住
し
、
申
し
込

み
者
ま
た
は
同
居
の
親
族
が
所
有
し
て

い
る
も
の
。

【
対
象
と
な
る
工
事
】

住
宅
の
増
改

築
、
修
繕
等
で
工
事
見
積
額
が
７
０
０

万
円
以
内
の
工
事
の
も
の
（
付
随
し
て

行
わ
れ
る
電
気
、
車
庫
、
ガ
ス
、
給
水
、

畳
、
建
具
の
工
事
も
含
む
）。

○
融
資
限
度
額

５
６
０
万
円
（
工
事

見
積
額
の
８０
％
以
内
）

○
融
資
利
率

年
利
１
・
１
％
（
個
人

負
担
分
、
本
年
度
の
利
率
）

○
償
還
期
間

１０
年
以
内
（
た
だ
し
２

０
０
万
円
以
内
は
５
年
間
）

※
申
し
込
み
は
、
工
事
着
手
前
に
行
っ

て
下
さ
い
。
着
工
あ
る
い
は
完
了
し
て

か
ら
は
で
き
ま
せ
ん
。

�問
住
宅
課
�
７
２
４
・
１
１
３
０

来
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す
る
児

童
（
平
成
７
年
４
月
２
日
〜
平
成
８
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
）
の

健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。
通
知
書
を
１０

月
１２
日
に
お
送
り
し
ま
す
が
、
数
日
た

っ
て
も
届
か
な
い
方
、
私
立
の
小
学
校

に
入
学
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
お
早

め
に
学
務
課（
�
７
２
４
・
２
１
７
７
）

へ
ご
連
絡
下
さ
い
。就
学
通
知
は
２
０

０
２
年
１
月
末
に
お
送
り
し
ま
す
。

玉川学園文化センターまつり
同センターを利用するサークル等が、日ごろの活動の成果

を発表し、地域での交流を図ります。直接会場へおいで下さい。
○会場 玉川学園文化センター

問玉川学園文化センター	７３２・９３７２

７０
歳
以
上
の
方
が
対
象
と
な
る
老
人

医
療
受
給
者
数
は
、
毎
年
６
％
ず
つ
増

え
、
平
成
１２
年
度
は
、
年
間
平
均
で
３

万
２
９
３
５
人
で
、
人
口
に
対
す
る
割

合
は
約
９
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

老
人
医
療
費
は
、
患
者
さ
ん
が
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
う
負
担
金
の
ほ
か

に
健
康
保
険
の
保
険
料
と
国
・
都
・
市

の
負
担
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成

１２
年
度
の
町
田
市
の
老
人
医
療
費
の
総

額
（
本
人
負
担
分
を
含
む
）
は
、
２
３

６
億
３
３
４
万
円
で
、
こ
の
う
ち
、
健

康
保
険
の
保
険
者
と
国
・
都
・
市
が
負

担
し
た
額
は
、
合
計
２
１
８
億
７
４
２

７
万
円
で
す
。

受
給
者
１
人
あ
た
り
で
み
る
と
、年

間
の
医
療
費
総
額
は
７１
万
６
６
６
４
円

で
す
。
そ
の
う
ち
、保
険
者
と
国
・
都
・

市
の
負
担
は
６６
万
４
１
６
４
円
、
受
給

者
の
負
担
は
５
万
２
５
０
０
円
で
す
。

平
成
１２
年
度
は
老
人
医
療
費
の
一
部

が
介
護
保
険
へ
移
行
し
た
た
め
、
対
前

年
度
比
３
％
減
と
な
り
ま
し
た
が
、
入

院
外
・
歯
科
・
調
剤
に
限
っ
て
み
る
と
、

対
前
年
度
比
は
９
％
増
に
な
っ
て
い
ま

す
。
次
の
こ
と
を
心
掛
け
て
、
医
療
費

を
大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

○
病
気
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

○
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
症

状
を
き
ち
ん
と
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
、
指
示
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

○
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

○
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

�問
高
齢
者
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１
４

４

国
や
公
社
・
公
団
等
が
行
っ
て
い
る

仕
事
で
、「
苦
情
や
要
望
を
ど
こ
に
相

談
し
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」「
苦

情
を
言
い
た
い
が
直
接
で
は
言
い
に
く

い
」
…
こ
ん
な
時
は
、
行
政
相
談
委
員

に
ご
相
談
下
さ
い
。

行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
と
市
民
の

パ
イ
プ
役
と
し
て
、
総
務
大
臣
か
ら
委

託
さ
れ
た
民
間
の
有
識
者
で
、
身
近
な

と
こ
ろ
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

【
１
日
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
】

こ
の
週
間
に
ち
な
み
、
総
務
省
主
催

の
１
日
合
同
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。

○
日
時

１０
月
１８
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
４
時

○
会
場

小
田
急
線
町
田
駅
東
口
「
カ

リ
ヨ
ン
広
場
」

○
参
加
機
関

東
京
国
税
局
、
東
京
法

務
局
八
王
子
支
局
、
八
王
子
社
会
保
険

事
務
所
、
町
田
市
役
所
、
行
政
相
談
委

員
、
東
京
行
政
評
価
事
務
所

【
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
相
談
】

○
日
時

毎
月
第
１
火
曜
日
の
午
後
１

時
３０
分
〜
４
時

○
会
場

市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

※
東
京
行
政
評
価
事
務
所
の
「
行
政
苦

情
１
１
０
番
」（
�
０３
・
３
２
１
３
・

１
１
０
０
、
�
０３
・
３
２
１
４
・
１
９

４
１
）
で
も
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

�問
市
民
相
談
室
�
７
２
４
・
２
１
０
２

１０
月
１５
日
〜
２１
日
は
行
政
相
談
週
間

国
の
行
政
相
談
を
ご
利
用
下
さ
い

来
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す
る
児
童
の

就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
が

届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
を

行政相談委員
電 話 番 号
７２９・３２６０
７９５・２４５２
７３５・０８５６
７２５・７７２７
７８９・４２４８
７７２・２８８８

氏 名
天 野 厚 市
土 屋 明 子
新 倉 孝 之
茂 木 朱 實
加賀谷 貞 子
阿 部 孝 之

展 示 の 部
内 容

俳句
短歌
書道
日本画
折り紙
写真
俳画
地域活動
その他

時 間

１０：００
〜

１７：００

１０：００
〜

１６：００

期日

１１月
３日
（祝）

１１月
４日
（日）

発 表 の 部
内 容

民謡・詩吟
合唱・詩舞
舞踊・宮歌
居合演武
フォークダンス

８ミリ映画
コーラス
紙芝居と合唱
シャンソン
フルート合奏
木管アンサン
ブル
手話ダンス
太極拳

時 間

１３：００
〜

１７：３０

１０：００
〜

１７：３０

期日

１０月
２７日
（土）

１０月
２８日
（日）

企 画 の 部
内 容

囲碁大会

こども
映画会

こども
将棋大会

ダンス
パーティ

お茶席
シンポ

ジウム
（教育問題）

時 間

１０：００
〜

１９：００

１０：００

１３：００

１９：００

１１：００
１８：００

期日

１０月
１４日
（日）

１０月
２７日
（土）

１０月
２８日
（日）

老
人
医
療
費

大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う

不
審
火
が
多
発
し
て
い
ま
す
町
田
消
防
署

町
田
市
防
災
課

も
う
一
度
家
の
周
り
の
整
理
整
頓
を


